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新
Ｂ
ｌ
Ｓ
規
制
が

金
融
界
．
監
督
当
局
に
実
き
つ
け
る
課
題

公
共
債
の
リ
ス
ク
ウ
エ
ー
ト
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い

国
際
決
済
銀
行

（Ｂ
ｉ
Ｓ
）
の

「バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
」
（メ
ン
バ
ー
は
日
米
欧
な
ど

一
三
カ
国

の
銀
行
監
督
当
局
）
が
新
し
い
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制

（自
己
資
本
比
率
規
制
）
の
内
容
に
合
意
し
、
六
月
末
に
最

終
栗
が
公
表
さ
れ
た
。
新
規
制
の

一
部
は
〇
六
年
末
に
適
用
開
始
と
な
り
、
〇
七
年
末
に
完
全
適
用
さ
れ

る
。
九
六
年
に
も

一
部
が
変
更
さ
れ
た
が
、
抜
本
的
改
正
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。
見
直
し
の
成
否
の

判
断
基
準
は
、
新
規
制
が
各
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
、
健
全
化
に
寄
与
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
新
規
制
の
内
容
を
検
証
し
て
み
た
い
。

分
母
の
計
算
式
を
変
更

Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
導
入
当
時

（八
八

年
）
は
、
邦
銀
勢
が
海
外
市
場
に
急

拡
大
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
Ｂ
Ｉ

Ｓ
規
制
は
、
過
少
資
本
の
邦
銀
勢
の

過
度
な
業
務
拡
大
の
抑
止
を
企
図
し

た

「日
本
バ
ッ
シ
ン
グ
」
だ

つ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
日
本
に
お
け

る
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、
不
良
債
権

問
題
の
長
期
化
、
あ
る
い
は
冷
戦
終

結
に
伴
う
国
際
経
済
競
争
の
構
造
変

化
等
を
通
し
て
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
の
意

義
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
変
化
に
合
わ
せ
た
見
直

し
作
業
は
、
足
か
け
七
年
に
わ
た

つ

た
。
関
係
各
国
の
利
害
が
絡
む
だ
け

に
、
途
中
で
交
渉
が
暗
礁
に
乗
り
上

げ
た
り
、
新
規
制
の
適
用
開
始
時
期

が
延
期
に
な
る
な
ど
、
紆
余
曲
折
の

末
に
収
束
し
た
。
関
係
者
の
尽
力
に

敬
意
を
表
し
た
い
。

今
回
の
見
直
し
で
は
、
所
要
の
自

己
資
本
比
率
水
準

（八
％
）
を
変
え

ず
、
自
己
資
本
比
率
の
分
母
の
計
算

方
式
だ
け
を
変
更
し
た

（別
図
）。

大
き
な
変
更
点
は
、
①
不
良
債
権

の
処
理
状
況
を
反
映
さ
せ
る
内
容
と

な

っ
た
こ
と

（第
１
表
）、
②
正
常

債
権
に
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
ー
ト
を
導
入
す
る
こ
と

（第
２

新BiS規 制が提起する課題
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